
京都府府営住宅向日台団地整備事業（第１事業区） 

ＰＦＩアドバイザー業務募集要領 
 

１ 業務の趣旨・目的 

府営住宅向日台団地は、建設後 50 年以上が経過して老朽化が進んでいることから、「京都府府

営住宅等長寿命化計画（計画期間：平成 28 年度～令和７年度）」において、「建替え」に位置付

け、全面的な建替えを行うこととしている。また、建替えに当たっては、「民間資金等の活用によ

る公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号、以下「ＰＦＩ法」とい

う。）が定める事業手法の導入を予定している。 

本業務により、建替えに係る事業手法や内容、事業者の選定等に関して、本府に対する制度面、

技術面、法務・財務面における適切な支援業務を行い、民間事業者の公募から契約締結に至るまで

の一連の手続きを円滑に進めることを目的とする。 

 

２ 業務概要 

（１）業  務  名  京都府府営住宅向日台団地整備事業（第１事業区）ＰＦＩアドバイザー業務 

（２）業 務 内 容  別添「企画提案仕様書」のとおり 

（３）契 約 期 間  契約締結日から令和５年１月３１日（予定） 

（４）委託上限額及び各年度における支払上限額 

  ア 委託上限額：２９，９２０千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

  イ 各年度における支払上限額 

    令和３年度：１１，２５０千円 

    令和４年度：１８，６７０千円 

  ※ ただし、この金額は、提案内容の規模を示すものであり、契約時の予定価格を示すもので

はないことに留意すること。 

 

３ 参加資格 

  企画提案に参加する者は、次に掲げる参加資格要件をすべて満たしていること。 

 （１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないこと。 

（２）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立をした者にあっては

更生計画の認可がなされていない者、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく再生

手続開始申立をした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。 

（３）京都府税、消費税又は地方消費税の滞納をしている者でないこと。 

（４）企画提案募集に係る公告の日から企画提案の特定の日までの期間に、京都府の指名競争入札

において指名停止措置を受けていないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「法」とい

う。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲

げる者に該当しないこと。 

ア 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員であ

る者又は暴力団員がその経営に関与している者 

ウ  自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ

て暴力団の利用等をしている者 

エ  暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的

に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

 



オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

カ  暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

キ  暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者 

（６）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのあ

る団体に属する者に該当しないこと。 

（７）本業務の実施に当たり、建築（一級建築士）、法律（弁護士）、金融関係（公認会計士又は

税理士）の有資格者の協力が得られる体制（直接雇用又は再委託）を有していること。 

（８）平成 23 年度以降に完了したＰＦＩ法に基づく公的建築物整備事業に係るアドバイザー業務

（民活導入可能性調査の中でアドバイザー業務を行ったものを含む。）の元請として受託実績

があること。なお、配置予定の管理技術者及び主任技術者は、平成 23 年度以降に完了したＰ

ＦＩ法に基づく公的建築物整備事業に係るアドバイザー業務について、実務経験を有するこ

と。 

（９）共同企業体として参加する場合、次の条件を全て満たすこと。 

ア 共同企業体の各構成員は、（１）から（６）の参加資格要件を全て満たすこと。 

イ （７）の参加資格要件については、共同企業体として有資格者の協力が得られる体制（各

構成員による直接雇用又は再委託）を有していること。 

ウ （８）の参加資格要件については、アドバイザー業務の元請としての受託実績を有する者

が代表構成員となっていること。なお、アドバイザー業務の実務経験を有する管理技術者及

び主任技術者を共同企業体内で適切に配置すること。 

エ 構成員の数は３者以内とすること。 

オ 共同企業体の各構成員は、本企画提案を行う他の共同企業体の構成員又は単体の企業とし

て参加していないこと。 

カ 代表構成員の出資比率は、構成員中最大であること。 

 

４ 参加手続 

（１）担当部署及び問い合わせ先 

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 

京都府建設交通部住宅課 

電話 075-414-5363 FAX 075-414-5359 

メールアドレス jutaku@pref.kyoto.lg.jp 

（２）募集要領等の配布 

ア 配布期間：令和３年３月 23 日～令和３年４月 28 日 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで） 

イ 配布場所及び受付場所 

上記（１）の担当部署で配布するほか、京都府ホームページ「入札・プロポーザル情報」

（http://www.pref.kyoto.jp/shinchaku/nyusatsu/index.html）からダウンロード

できる。 

（３）参加表明書及び添付書類の提出期限、提出場所及び提出方法等 

ア  提出期限：令和３年４月６日 午後３時必着 

    ※提出期限後に到着した参加表明書は無効とする。 

イ 提出場所：（１）に同じ。 

ウ 提出方法：持参（平日の午前９時～午後５時まで）、郵送（書留郵便に限る。）又は託送 

※託送とは、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成 14 年法律第

99 号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規

定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便で書留郵便と
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同等のものをいう。以下同じ。 

エ 提出書類：別紙「参加表明書等作成要領」参照 

オ 参加表明書等に関する質疑・回答 

(ｱ) 受付期間：令和３年３月 23 日～令和３年３月 31 日  午後３時必着 

(ｲ) 質疑方法：別紙「配布書類一覧」の様式 15（質疑書）に必要事項を記入の上、持参の

ほか、郵便、FAX 又は電子メールにより、（１）に提出すること。 

(ｳ) 回答日時：令和３年４月２日 

(ｴ) 回答方法：質問への回答は京都府ホームページ「入札・プロポーザル情報」 

（http://www.pref.kyoto.jp/shinchaku/nyusatsu/index.html）に掲示

し、個別には回答しない。 

（４）企画提案書の提出要請 

   上記（３）エの提出書類をもとに、別紙「京都府府営住宅向日台団地整備事業（第１事業区）

ＰＦＩアドバイザー業務委託に係る評価基準」（以下「評価基準」という。）に基づき、建設

交通部公募型プロポーザル方式選定会議（以下「選定会議」という。）において、企画提案書

の提出を求める者として５者程度を選定し、企画提案書提出要請書を送付する。 

（５）企画提案書及び添付書類の提出期限、提出場所及び提出方法等 

ア  提出期限：令和３年４月 28 日 午後３時必着 

    ※提出期限後に到着した応募書類は無効とする。 

イ 提出場所：（１）に同じ。 

ウ 提出方法：持参（平日の午前９時～午後５時まで）、郵送（書留郵便に限る。）又は託送 

エ 提出書類：別紙「企画提案書等作成要領」参照 

オ 企画提案書等に関する質疑・回答 

(ｱ) 受付期間：企画提案書提出要請後～令和３年４月 14 日  午後３時必着 

(ｲ) 質疑方法：別紙「配布書類一覧」の様式 15（質疑書）に必要事項を記入の上、持参の

ほか、郵便、FAX 又は電子メールにより、（１）に提出すること。 

(ｳ) 回答日時：令和３年４月 16 日 

(ｴ) 回答方法：質問への回答は京都府ホームページ「入札・プロポーザル情報」 

（http://www.pref.kyoto.jp/shinchaku/nyusatsu/index.html）に掲示

し、個別には回答しない。 

（６）提出された応募書類の取扱い 

ア 提出された企画提案書は、本プロポーザルにおける契約の相手方の候補者の選定以外の目

的では使用しない。ただし、公文書公開請求があった場合は、京都府情報公開条例に基づき

取り扱うこととする。 

イ 提出のあった企画提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うことがあ

る。 

ウ 提出された応募書類は返却しない。 

エ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 

オ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の

権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 

 

５ 評価方法等 

（１）評価基準 

別紙「評価基準」のとおり 

  （２）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

        企画提案書について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。なお、本業務で配置
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予定の管理技術者の出席は必須とする。その他、日時、場所等の詳細については、別途通知す

る。 

  （３）評価方法 

        参加表明書等、企画提案書等、プレゼンテーション及びヒアリングについて、評価基準に基

づいて、外部有識者の意見（採点等）を聴取した上で評価する。 

  （４）候補者の選定方法 

      ア 失格者を除いた者のうち、（３）の総合点が最も高い者を、選定会議において契約の相手

方の候補者として選定する。 

      イ 最高点の者が複数の場合は、見積価格の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者とし

て選定する。なお、金額も同額の場合については、当該者は、当初提案の金額の範囲内で見

積価格を再作成し、再提出された見積価格の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者と

して選定する。 

      ウ ア、イに関わらず、総合点が 60 点未満の場合は、候補者として選定しない。  

  （５） その他 

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

イ 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

ウ 経費見積書の金額が、２(4)の委託上限額を超える場合 

エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

オ 評価に係る外部有識者に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合  

 

６ 選定結果の通知・公表 

 企画提案書の提出を求める者の選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。また、

候補者選定後、企画提案者全員に選定又は非選定の結果を通知する。選定結果通知日翌営業日に、

下記項目について京都府公募型プロポーザル案件情報ホームページにおいて公表するとともに、４

（１）の担当部署において閲覧に供するものとする。 

【公表事項】 

（１）候補者の名称、総合点及び選定理由 

（２）（１）以外の参加者の名称及び総合点 

※（１）以外の参加者の名称は五十音順、総合点は点数順で表記する。 

※参加者が２者の場合、次点者の得点は公表しない。 

（３）外部有識者の所属及び役職名並びに氏名 

 

７ 参考資料の貸出 

 ４（４）企画提案書の提出要請を受けた者が、以下の参考資料の貸与を希望する場合は、参考資

料貸出願（様式１６）を提出し、参考資料を４（１）の担当部署まで受け取りにくること。なお、

貸し出した参考資料は、企画提案書提出期限までに返却すること。 

（１）京都府府営住宅向日台団地民活導入可能性調査業務 報告書（平成 30 年 3 月） 

（２）（１）の補足資料 

 

８ 契約手続 

（１）契約交渉の相手方に選定された者と京都府との間で、委託内容、経費等について再度調整を

行った上で協議が調った場合、委託契約を締結する。 

（２）受託者は契約金額の 100 分の 10 の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければならな



い。ただし、京都府会計規則 159 条第２項各号のいずれかに該当する場合は契約保証金を免

除する。 

（３）契約代金の支払いについては、事業の進捗を確認し、会計年度の予算に応じた額を支払う（部

分払い及び精算払い）。なお、詳細な額等については契約書に定める。 

 （４）選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞

退届を提出すること。なお、この場合、次順位者を候補者とする。 

 

９ その他 

（１）参加表明書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。 

（２）企画提案書については、１者につき１提案に限る。 

（３）参加表明書を提出した後、企画提案書の差替、訂正、再提出をすることはできない。ただし、

府から指示があった場合を除く。 

（４）参加表明書を提出した後、府が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。 

（５）提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション等に要する経費は、提案者の負

担とする。 

（６）書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平

成４年法律第５１号）に定める単位とする。 

（７）参加者が 1 者の場合は、本プロポーザルを中止することがある。 

（８）本業務の受託者及び再委託先（資本及び人事面等において関連を持つと認められる者を含む。）

は、本業務の対象である京都府府営住宅向日台団地整備事業（第１事業区）のＰＦＩ事業への

応募及び参加を不可とし、本事業の応募企業及び応募企業グループの一員又は協力企業になる

ことはできない。 

 


